
1 契 約 年 月 日 令和

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自） 令和

9 工 期（至） 令和

落札率

予 定 価 格

見 積 金 額 円 円

11 随 契 理 由
　本件は、須崎御用邸において庭園の管理を行う工事である。
　株式会社愛樹園を契約予定相手方として、参加意思確認書の提出を招
請する公募を実施した結果、参加意思確認書の提出者がいなかったこと
から、同社が本工事を遂行できる唯一の業者であると確認された。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に基づき、株式会社愛樹園と随意契約を締結す
る。

10

（税込み） （税抜き）

非公表 非公表
- ％

6,160,000 5,600,000

日

7 年 12 月 5 日

7 年 4 月 29

静岡県下田市須崎（須崎御用邸内） 

造園工事

園地管理工、樹木手入工　各一式

株式会社愛樹園

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本４２８

須崎御用邸庭園管理工事

随意契約調書

7 年 4 月 28 日



1 契 約 年 月 日 令和

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自） 令和

9 工 期（至） 令和

落札率

予 定 価 格

見 積 金 額 円 円

11 随 契 理 由
　本件は、葉山御用邸において庭園の管理を行う工事である。
　有限会社川口造園を契約予定相手方として、参加意思確認書の提出を
招請する公募を実施した結果、参加意思確認書の提出者がいなかったこ
とから、同社が本工事を遂行できる唯一の業者であると確認された。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に基づき、有限会社川口造園と随意契約を締結
する。

10

（税込み） （税抜き）

非公表 非公表
- ％

11,220,000 10,200,000

日

8 年 3 月 13 日

7 年 5 月 9

神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内） 

造園工事

園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、病害虫防除工、植栽工、移
植工　各一式

有限会社　川口造園

神奈川県三浦郡葉山町一色１７５９

葉山御用邸庭園管理工事

随意契約調書

7 年 5 月 8 日



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

落札率

予 定 価 格 円 円

見 積 金 額 円 円

11 随 契 理 由
　本件は、崇仁親王妃百合子殿下の薨去（令和６年１１月１５日）に伴
い、御墓を整備する故崇仁親王妃百合子墓墓営建第１回工事からの継続
的工事である。
　御墓の整備は、宮家の意向等を反映した第１回工事の設計意図を十分
理解した上での施工が求められることから、その知識・経験が特に必要
であり、かつ現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある。
　株式会社大林組東京本店は、第１回工事の請負会社であり、当該工事
設計意図及び現場状況等工事全体を熟知した会社である。
　以上の理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき、上記業者と随意契約を締結する。

日

100.0 ％
10

（税込み） （税抜き）

5,225,000 4,750,000

5,225,000 4,750,000

25 日

令和 7 年 10 月 31

令和 7 年 6 月

東京都文京区大塚（豊島岡墓地内） 

建築一式工事

営建工事、建築工事　各一式

株式会社大林組東京本店

東京都港区港南二丁目１５番２号

故崇仁親王妃百合子墓営建第２回工事

随意契約調書

令和 7 年 6 月 24 日


	①須崎庭園
	②葉山庭園
	③墓営建２

